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理
事
官
は
論
告
求
刑
に

相
当
す
る
理
事
官
意
見
の

名湖・ボート事故海難審判

弄
ｉ

転
覆
経
緯
、
報
告
覆
す

浜
名
湖
で
２
０
■
０
年
６
月
ヽ
県
立
三
ケ
日
青
年
の
家
（浜
松
市
北
区
）
の
ボ
ー
ト
が
転
覆
し
、

女
子
中
学
生
＝
当
時
（１２
）‐―
が
死
亡
し
た
事
故
で
、
同
施
設
の
檀
野
清
司
前
所
長
（５４
）
に
対
す
る

第
２
回
海
難
審
判
が
２６
日
、
横
浜
地
方
海
難
審
判
所

（供
田
仁
男
審
判
長
）
で
開
か
れ
た
。
刑
事

裁
判
の
検
察
側
に
当
た
る
理
事
官
が
檀
野
前
所
長
を
小
型
船
舶
操
縦
士
の
業
務
停
止
１
月
と
す
る

導虐
　
意
見
を
述
べて結
審
も
た
。

中
で
、

「ボ
ー
ト
は
転
覆

す
る
直
前
に
有
に
変
針
し

た
」
と
述
べ
、
国
土
交
通

省
運
輸
安
全
委
員
会
が
公

表
し
た
事
故
調
査
報
告
で

の
塾
覆
ま
で
の
経
緯
を
事

実
上
否
定
し
た
。
そ
の
上

で
、

「檀
野
前
所
長
は
え

い
航
の
際
、
舵

（か
じ
）

を
取
る
よ
う
に
と
の
ボ
ー

ト
ヘ
の
指
示
を
怠
る
な
ど

の
過
失
が
あ

っ
た
」
と
し

た
。事

故
を
め
ぐ
り
、
今
年

１
月

の
調
査
報
告

で
は

「ボ
ー
ト
は
左
舷
側
か
ら

打
ち
寄
せ
た
波
な
ど
で
傾

斜
が
強

ま

っ
て
転
覆
し

た
」
と
し
て
い
た
。
檀
野

前
所
長
の
補
佐
人

（弁
護

人
に
相
当
）
に
よ
る
と
、

同
じ
国
交
省
の
機
関
で
あ

る
理
事
官
が
運
輸
安
全
委

の
報
告
を
覆
す
の
は
珍
し

い
と
い
う
。
　
　
　
　
　
．

こ
の
日
の
審
判
で
補
佐

人
は
、
有
に
変
針
し
た
理

由
を

「舵
を
担

っ
て
い
た

同
校
の
元
教
諭
が
有
に
舵

を
切

っ
て
し
ま

っ
た
と
考

え
る
の
が
合
理
的
」
と
指

摘
。
事
故
は
、
悪
天
候
に

も
か
か
わ
ら
ず
ボ
ー
ト
訓

練
を
実
施
す
る
な
ど
し
た

学
校
側
の
落
ち
度
も
あ
る

と
し
、
処
分
軽
減
を
あ
ら

た
め
て
求

´
め
た
。

理
事
官
意
見
な
ど
に
よ

る
と
、
檀
野
前
所
長
は
１０

年
６
月
１８
日
午
後
３
時
２０

分
ご
ろ
、
豊
橋
市
立
章
南

中
１
年
の
生
徒
ら
２０
人
が

乗

っ
た
手
こ
ぎ
ボ
ー
ト
が

航
行
不
能

に
な

っ
た
た

め
、
モ
ー
タ
ー
ボ
ー
ト
で

え
い
航
し
、
途
中
で
転
覆

さ
せ
た
と
さ
れ
る
。
手
こ

ぎ
ボ
ト
ト
内
に
閉
じ
込
め

ら
れ
た
同
校
の
一四
野
花
菜

さ
ん
が
死
亡
し
た
。
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海
難
審
判
結
審
、裁
決
へ

浜名湖転覆
浜
松
市
北
区
の
浜
名
湖

で
二
〇

一
〇
年
、
宿
泊
研

修
施
設

「
静
岡
県
立
三
ケ

日
青
年
の
家
」
の
手
こ
ぎ

ボ
ー
ト
が
転
覆
、
愛
知
県

豊
橋
市
章
南
中
学
校
の
生

徒
が
水
死
し
た
事
故
で
、

ボ
ー
ト
を
曳
航
し
た
檀
野

清
司
前
所
長
含
じ
の
海
難

審
判
は
二
十
六
日
、
刑
事

裁
判
の
検
察
官
に
あ
た
る

理
事
官
が
小
型
船
舶
操
縦

士
の
業
務
停
止

一
カ
月
の

懲
戒
処
分
を
求
め
、
結
審

し

た
。

裁

決

期

日

は

未

定
。理

事
官
は
、
前
所
長
が

曳
航
時
、
ボ
ー
ト
の
か
じ

を
持

っ
て
い
た
男
性
教
諭

雀
し
＝
退
職
――
に
操
作
方

法
な
ど
を
指
示
し
な
か

っ

た
た
め
、
ボ
ー
ト
が
右
に

回
頭
し
て
横
向
き
状
態
で

引

っ
張
ら
れ
て
転
覆
し
た

と
主
張
。
た
だ
、
業
務
停

止

一
カ
月
は
法
定
期
間
と

し
て
最
短
で
い
理
事
官
は

過
失
の
程
度
が
軽
い
と
判

断
し
た
と
み
ら
れ
る
。

前
所
長
．の
補
佐
人
弁
護

士
は
最
終
意
見
陳
述
で
、

前
所
長
の
過
失
を
全
面
的

に
認
め
た
上
で
ヽ
学
校
側

も
出
航
の
可
否
判
断
や
か

じ
取
り
で
注
意
義
務
を
怠

っ
た
と
し
て

「学
校
や
教

員
の
過
失
も
相
ま

っ
て
事

故
が
起
き
た
」
と
強
調
し

た
ｏ
　
　
　
　
　
一

補
佐
人

は
右

回
頭

の

一̈”「一“̈「誰̈

貫鯵
に設

澪

原
因
と
し
て
、
ボ
ー
ト
が

バ

ラ

ン
ス

を

崩

し

た

弾

み
で
男
性
教
諭
が
か
じ
を

切

っ
た

可

能

性

に
言

及

し
た
が
、
男
性
教
諭
は
証

魃

重
鞠

た
ｆ

●

一

．

・　
一

一
き

く
な
０
た
西
野
花
菜

ぞ 減ゝ 7響 QヽJ臥

「か
じ
の
手
離
し
た
」

元
教
諭
が
証
言
覆
す

浜
名
湖
転
覆
の
海
難
審
判

・
浜
松
市
の
浜
名
湖
で
２
０
１

０
年
、
愛
知
県
豊
橋
市
立
章
南

中
学
校
の
１
年
生
ら
が
乗

っ
た

手
こ
ぎ
ボ
ー
ト
が
転
覆
し
、
西

野
花
菜
さ
ん

（
当
時
１２
）
が
水

死
し
た
事
故
で
、
ボ
ー
ト
を
引

航
し
た
モ
ー
タ
ー
ボ
ー
ト
を
操

船
し
て
い
た

「静
岡
県
立
三
ケ

日
青
年
の
家
」
の
檀
野
清
司

一

前
所
長
（
５４
）
に
対
す
る
２
回
目

の
海
難
審
判
が
２６
日
、
横
浜
地

方
海
難
審
判
所
で
あ

っ
た
「

前
回
、
前
所
長
側
か
ら

「
か

じ
操
作
に
も
転
覆
の
原
因
が
あ

る
」
と
指
摘
さ
れ
た
元
教
諭
の

男
性

（
３７
）
が
証
人

と
し

て
出

廷
。
だ
が
、
転
覆
時
の
状
況
に

つ
い
て
い

「
か
じ
か
ら
手
を
離

し
、
両
手
で
船
に
つ
か
ま

っ
て

い
た
」
と
証
言
。
こ
れ
ま
で
、

「
か
じ
に
左
手

を
添
え

て
い

た
」
と
答
え
て
い
た
国
土
交
通

省
の
運
輸
安
全
委
員
会
の
調
査

と
は
異
な
る
証
言
を
し
た
。

食
い
違
い
に
つ
い
て
ヽ
前
所

長
側
と
審
判
官
か
ら
質
問
さ
れ

る
と
、
元
教
諭
は

「言

っ
て
い

る
こ
と
が
違
う
の
は

（
自
分
で

も
）
理
解
で
き
な
い
。
運
輸
安

全
委
の
方
が
正
し
い
か
も
」
な

ど
と
述
べ
た
。

前
所
長
側
は
前
回
、
転
覆
の

原
因
に
つ
い
て
、

「手
こ
ぎ
ボ

ー
ト
が
左
に
傾
い
た
際
に
か
じ

を
取

っ
て
い
た
元
教
諭
が

（
か

じ
を
左
に
切
る
よ
う
に
）
無
意

識
に
手
を
押
し
出
し
た
た
め
」

と
し
て
、
元
教
諭
に
も
原
因
が

あ
る
と
指
摘
し
て
い
た
。

花
菜
さ
ん
の
父

・
友
章
さ
ん

（
５３
）
は

「自
分
の
過
失
を
隠
そ

う
と
事
実
を
コ
ン
ト

ロ
ー
ル
し

て
い
る
と
し
か
思
え
な
い
。
何

で
重
要

な
こ
と
を
忘
れ
る

の

か
」
と
憤

っ
た
。

検
察
官
に
当
た
る
理
事
官
は

小
型
船
舶
操
縦
士
の
業
務
停
止

１
カ
月
を
求
め
た
。


